
議第１０５号 

高島市立保育園および小規模保育園設置条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和５年１１月２９日 

高島市長 福 井 正 明 

                                   

 

高島市立保育園および小規模保育園設置条例の一部を改正する条例 

 

 高島市立保育園および小規模保育園設置条例（平成２７年高島市条例第１

６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１高島市立古賀保育園の項を削る。 

別表第２に次のように加える。 

高島市立古賀保育園 高島市安曇川町下古賀１１８２番地 

  付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


